
鹿島市条例第１２号 

 

 

   鹿島市手話言語の理解及び普及促進に関する条例 

 

 

 歴史や文化を背景に発展してきた手話は、手や指、顔の表情、体の動きな

どを用いる独自の言語体系を有し、ろう者が自由に意思を表現し、情報を受

け取り、自分らしく生きるための大切な言語である。しかし、過去には読唇

と発音訓練を中心とする口話法による意思疎通が推し進められ、手話の使用

が制限された時代もある。 

 わが国が平成２６年に批准した障害者の権利に関する条約において手話が

音声言語と同等の言語であることが国際的に明確にされているが、手話言語

に対する理解は十分には進んでいない状況にある。ろう者の権利を保護し、

社会参画を推進するためには、手話言語に対する認知を向上させる必要があ

り、手話言語の普及を促進する取組が欠かせない。 

 市民誰もが手話を学び、手話を理解し、手話を自らの意思疎通の選択肢と

して広げることができる環境を整備し、もって、聴覚障がいの有無にかかわ

らず、手話を通じて全ての市民が心を通わせ、みんなが住みやすく笑顔あふ

れる地域共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、手話言語の普及（手話が言語の一つであることについ

て広く理解を深め、手話を普及することをいう。以下同じ。）に関し、基

本理念、市の責務及び市が実施する施策の推進方針を定めることにより、

お互いを助け合い、誰もが安心して暮らせる地域共生社会を実現すること

を目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 手話言語の普及は、次に掲げる事項を基本理念として行われなけれ

ばならない。 

 ⑴ 手話が独自の言語体系を有し、ろう者（音声言語を獲得する前に失聴

し、手話を第一言語とする者をいう。次号において同じ。）が日常生活

及び社会生活を営むために受け継いできた文化的所産であるということ

が認識されるべきであること。 

 ⑵ 聴覚に障がいがある者（ろう者を含む。次号において同じ。）の意思
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疎通において、手話、要約筆記、筆談その他音によらない意思疎通の方

法（以下「手話等」という。）は、日常生活を営む上で重要であるとい

うことが認識されるべきであること。 

 ⑶ 聴覚に障がいがある者及びそれ以外の者が相互の違いを理解し、人格

及び個性を互いに尊重されるものであること。 

 （市の責務） 

第３条 市は、前条及び障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に

係る施策の推進に関する法律（令和４年法律第５０号）第３条に規定する

基本理念に基づき、手話言語の理解及び普及を促進し、日常生活及び社会

生活（非常時を含む。）において手話等による相互の意思疎通を図ること

ができる環境整備のため、関連施策を推進する責務を有する。 

 （市の施策の推進方針） 

第４条 市は、市民及び市内事業者への協力を求めつつ、関係機関及び団体

と連携を図り、手話言語の普及に資する次の施策を推進するものとする。 

 ⑴ 手話言語の普及のための広報 

 ⑵ 手話を学ぶ機会の確保 

 ⑶ 手話を用いた情報発信 

 ⑷ 手話通訳者の確保及び養成 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほかこの条例の目的の達成に資すると認められ

る施策 

２ 市は、前項に規定する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

３ 市は、第１項に規定する施策の推進に当たっては、当事者及び関係者の

意見を聴き、その進捗について検証し、必要に応じて施策の見直しを行う

ものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


